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令和７年１０月２３日 

食事提供業者 各位 

 

社会福祉法人 愛 泉 会 

軽 井 沢 治 育 園 

理 事 長  後  藤   浩 

 

（事業者募集公告） 

給食業務委託に関する見積書及び企画提案書提出依頼について 

 

拝啓 日頃より格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 

さて、当法人では「軽井沢治育園」の給食業務の受託を希望する事業者を下記のとおりプロ

ポーザル方式で募集することにいたしました。 

つきましては、下記の要領で企画案書を提出していただきたいと考えております。 

企画提案書の提出ご協力の程 宜しくお願い致します。 

 

敬 具 

記 

 

１．公募受付期間  令和７年１０月２３日（木）～ 令和７年１０月２９日（水） 

         （参加表明（任意様式）を期間内にメールかＦＡＸにてお知らせ下さい。 

食事提供業務委託仕様書を郵送致します。） 

 

２．選  定 方  法    書類審査及びプレゼンテーション及びヒアリング 

           ①書類審査 

            審査委員会において書類審査を行い、プレゼンテーション及び 

ヒアリング要請者を選定します。 

②プレゼンテーション及びヒアリング 

 審査委員会において書類審査により選定された者を対象に、 

企画提案書等のプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、 

受託事業者を選定します。 

 

３．提 出 書 類  ①企画提案書 ５部 

           ※記入内容については食事提供業務委託仕様書内参照 

           （1）給食業務受託契約書（様式） 

           （2）業務内容及び分担表 

           （3）給食業務内容委託仕様書 

           （4）経費の分担区分 



           （5）会社案内、実績内容 

           （6）その他 提案事項（貴社独自プラン）等 

 

          ②見 積 書 ５部（別紙－１） 

            

４．書類提出期限  令和７年１１月１９日（水）１７：００必着 

 

５．提  出  先  軽井沢治育園 担当：園長 井出 宛 

           持参又は郵送により提出 

           住    所 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分１６０７番地４ 

           電話番号 ０２６７－４６－２４８５ 

           ＦＡＸ  ０２６７－４６－２４８６ 

           Ｅ－mail chiikuen＠juno.ocn.ne.jp 

 

６．説明・見学会  随時実施。５の提出先までご連絡下さい。 

 

７．質 疑 応 答     企画提案書作成に関して質問事項がある場合は、下記日程にて、所

定の様式「質疑書」により受付致します。 

           質問受付日  令和７年１０月３０日（木） 

                  令和７年１１月 ７日（金） 

           回答予定日  令和７年１１月１０日（月） 

 

８．プレゼンテーション及びヒアリング 

          ①日 時  令和７年１１月２７日（木） 

           午前１０時３０分～ 

           （指定する３０分間） 

          ②場 所  軽井沢治育園 会議室 

          ③出席者  ５名以内 

          ④備 考  提出された企画提案書に基づき、１社３０分（プレゼ

ンテーション２０分、質疑応答１０分）のヒアリングを

行う。順番については、アイウエオ順とします。 

                尚、パソコン・プロジェクターの使用は可とします。 

               （パソコンは当日各社が持参して下さい。プロジェクタ

ー及び投影するスクリーンは当法人で準備をします。） 

９．業者選定日程 

   令和７年１０月２３日（木）～ １０月２９日（水）・仕様書、実施要項の交付期間 

       １０月３０日（木）～ １１月 ７日（金）・内容についての質問受付期間 

       １１月１０日（月）           ・質問に対する回答 



    １１月１２日（水）～ １１月１９日（水）・審査書類受付期間 

    １１月２７日（木）                    ・プレゼンテーション及びヒアリング 

１２月 ９日（火）以降                 ・審査結果の通知、公表 

     （※契約選定理事会の日程は、12 月 9 日の予定です。） 

 

 

 

                                     以 上 


